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	災害対策本部会議が協議する重要事項

	(1) 災害対策活動の総合調整に関すること。
(2) 非常配備の指令に関すること。
(3) 被害状況調査及び応急対策に関すること。
(4) 災害に係る広報及び広聴に関すること。
(5) 警戒区域の設定及び当該自治区域への立入制限に関すること。
(6) 避難情報に関すること。
(7) 避難場所の開設及び市民の救援に関すること。
(8) 職員の応援に関すること。
(9) 緊急を要する災害対策に関する事項
(10) 自衛隊の派遣要請依頼及び派遣部隊の受入れに関すること。
(11) 他の地方公共団体等に対する応援要請及び応援職員の受入れに関すること。
(12) 応急対策に要する予算及び資金に関すること。
(13) 応急公用負担に関すること。
(14) 災害救助法の適用に関すること。
(15) 激甚災害の指定の要請に関すること。
(16) 義援金品の募集及び配分に関すること。
(17) 国に対する要望、陳情等に関すること。
(18) 各部及び各自治区本部の災害対策に関する重要事項
(19) その他本部長が必要と認める事項
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